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ま
す
。
か
な
り
危
険
な
状
態
の
ま

ま
放
置
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
利

用
者
の
事
故
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
施
設
の
修
繕
や
改
修
に
は
優
先

順
位
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
早

急
に
対
応
す
る
べ
き
事
案
と
考
え

ま
す
。

答

平
松
町
長

　
今
ま
で
、
教
育
委
員
会
の
大
規

模
改
修
工
事
に
多
く
の
予
算
を
投

じ
、
社
会
体
育
施
設
の
軽
微
な
部

分
に
つ
い
て
は
、
一
段

落
す
る
ま
で
予
算
措

置
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
が
ほ
ぼ
終
了
し
来

年
度
予
算
で
計
上
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。

　
小
学
校
、
中
学
校
は
改
修
工
事

に
よ
り
、
安
心
安
全
な
環
境
が

整
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
町
民
の
運
動
施
設
で

あ
る
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
は
、
老
朽
化
が
激
し
く
、

試
合
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
バ
ッ

ク
ラ
イ
ン
付
近
の
人
工
芝
は
改
修

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
フ
ェ
ン
ス

付
近
は
側
溝
の
蓋
が
錆さ

び
て
折
れ

た
状
態
や
蓋ふ

た

が
な
い
箇
所
も
あ
り

問

施

設公
共
施
設
の
老
朽
化
対
策
は男澤 一夫  議員

一/般/質/問

うかがいます

来
年
度
か
ら

答弁中の平松町長

　
山
の
神
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
代
替
場

所
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
多
目

的
公
園
（
仮
称
）
に
つ
い
て
、
整
備

工
事
の
進し

ん

捗
ち
ょ
く

状
況
が
気
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
児
童
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広
い

年
齢
の
方
が
利
用
で
き
、
楽
し
く

過
ご
せ
る
公
園
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
整
備
さ
れ
る
公
園
内
で
は
、

犬
の
散
歩
を
可
能
と
す
る
ド
ッ
グ

ラ
ン
を
併
設
す
る
こ
と
で
、
犬
を

通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

形
成
さ
れ
、
賑に

ぎ

わ
い
の
あ
る
公
園

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
開
園
は
、
令
和
３
年
４
月
以
降

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
山
の
神
グ

ラ
ン
ド
の
代
替
施
設
と
し
て
第
三

小
校
区
の
方
々
が
や
っ
て
い
た
グ

ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
そ
し
て
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
場
と
い
う
事
で
計
画
し
て

お
り
、
運
営
方
法
と
し
て
は
若
杉

の
森
運
動
公
園
と
同
じ
よ
う
に
管

理
人
を
配
置
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
ド
ッ
グ
ラ
ン
の
設
置
で
す
が
、

犬
と
い
っ
て
も
外
飼
い
の
大
型

犬
・
小
型
犬
、
室
飼
い
の
大
型
犬
・

小
型
犬
と
様
々
で
す
。
全
て
受
け

入
れ
る
と
な
る
と
、
専
門
の
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
を
置
か
な
い
と
い

け
な
い
た
め
、
行
政
サ
イ
ド
で

ド
ッ
グ
ラ
ン
の
施
設
を
運
営
す
る

と
い
う
の
は
難
し
く
、
こ
の
多
目

的
公
園
の
初
期
の
目
的
か
ら
逸
脱

し
ま
す
の
で
ご
容
赦
願
い
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

問 施

設
須
恵
町
多
目
的
公
園
（
仮
称
）

整
備
工
事
の
進
捗
状
況
は

令
和
３
年
４
月
以
降
に
開
園

答

平
松
町
長

12須恵町議会だより№213　令和元年 11月５日発行

９

月

定

例

会

一
般
質
問

追
　
跡

対
談
（
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
）

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

議

会

あ

れ

こ

れ

一
般
質
問

マナーが向上分かりやすく安全に

追 跡
執行部の答弁は実行されているのか？

一般質問のその後
過去の一般質問の内容に対し、どのような対応がなされたか、

また、どのように町政に反映されているのか追跡しました。

質 問
公民館下から張出し歩道が設置されてい

ます。通学路や地域の皆さんの生活道路

として利用されていますが、スピードを出した自

転車が走行するため非常に危険です。今後、対策

はないものかお尋ねします。

道路交通法では、自転車は軽車両にあた

り通行は車道が原則、歩道は例外となっ

ています。須恵川右岸側の張り出し歩道は、幅員

2m車道幅員5.8mと路肩がなく、やむを得ず歩道

を通行している状況です。

　現在、張り出し歩道の転落防止柵に仮設的な注意

喚起の印刷物を数枚貼っていますが、効果がないよ

うであれば規格に合った表示板を路肩か防護柵を

利用し、適当な位置に設置するよう検討します。

歩道入り口の地面に歩行者優先マークを

つけ、注意を促しています。スピードを

出す自転車が減り、効果が出ています。

須恵中央駅では、いたる所に自転車が駐

輪され、歩道にまで自転車が溢れていま

す。須恵町の人口は増え続けており、今後も自転

車での通学通勤が増えるのではないかと予想され

ます。無人駅になってからは、自転車の盗難も多

発しています。

　放置自転車は役場で撤去などをおこなっていま

すが、須恵町の顔である駅に自転車が整理整頓さ

れずに雑然と置いてある風景は見るにたえません。

駐輪場の増設など、今後の対応は。

実際には、駐輪場の容量は足りているの

で増設は考えていません。駅が無人化に

なったことで、奥は空いているのに手前の歩道に

止める、などマナーの問題だと思います。今後、

駐輪場のスタンドの一部改修や、シルバー人材セ

ンターやシニアクラブ連合会の方と協議し、駐輪

場の指導をお願いしたいと考えています。

駐輪禁止標示等を設置しました。また、シ

ルバー人材センターに委託し、歩道に止め

ないよう指導をおこなっています。

質 問

答 弁

答 弁

須恵川河川敷道路の整備と歩道に看板の設置を
（令和元年６月議会）

須恵中央駅の駐輪場の整備を
（平成31年３月議会）

その後

進 捗
状 況

進 捗
状 況

その後
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